
令和元年度市町村職員外国派遣研修実施計画 

 

１ 目的 

  我が国を取り巻く環境は、国際化の進展、エネルギー・環境問題の顕在化、ＩＣＴによる生活環

境の変化、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来など刻々と変化しており、市町村においては、

様々な課題や多様化する住民ニーズへの対応とともに、地域行政の総合的な実施主体として、住民

との協働による個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けた取組が、より一層求められている。 

  このようなことから、国内のみならず、諸外国における地域づくりに関する先進事例の調査研究

を通じて、市町村職員の総合的な行政能力の向上を目指すとともに、国際的な視野と識見を有する

人材の養成を図る。 

 

２ 対象者及び人数 

  次に該当する者とし、20名程度とする。 

 (1) 課長補佐職（相当職を含む。）以下の職にある者 

 (2) 原則として、年齢30歳以上50歳以下（平成31年4月1日現在）の者 

 

３ 派遣先 

  ヨーロッパ（ドイツ、スイス、イタリア） 

 

４ 研修期間 

  令和元年9月7日（土）から9月16日（月）までの10日間 

（国内前泊を含む出国から帰国までの期間） 

 

５ 研修テーマ 

 (1) 「環境対策」 

近年、環境対策については大きく注目されているところであり、環境保全、環境資源を活かし

た再生エネルギーの利活用が進められている。 

ドイツのフライブルク市は、エコポリス「環境首都」として、世界各国から注目を浴び、視察

が相次ぐ環境先進都市である。交通対策・環境都市政策・ゴミ廃棄物処理対策・エネルギー利用

対策・森林保全対策・環境教育を柱とした各種施策を組み合わせ、世界に先駆けた環境関連政策

を推進しており、その取組について学ぶ。 

 

(2) 「地域づくり」 

地域の振興のためには、行政と住民・民間との連携によるまちづくりの取組が重要である。 

イタリアは日本に匹敵する地震大国であり、中部に位置するラクイラ市は、幾度の大地震を経

験したことにより、災害対応について様々な点で進化している。連携調整と情報伝達を国・州・

市町村とボランティア団体が速やかに情報共有する体制など先進的な防災対策を学ぶ。 

 

 (3) 「産業振興」（班別研修1班） 

   市町村においては、地域資源・特性を活かした産業振興の取組が重要である。 

スイスのエルストフェルト町はアルプスの豊富な水力を活用した町営のエネルギー会社を運

営しており、会社立ち上げの経緯、電力供給の仕組みや派生する町民の雇用など公益事業として

の制度体系について学ぶ。 

また、イタリアのリエティ市は、保有する市の財産をありのままの状況で観光交流事業の発展

に寄与させながら、本来の産業である農業の活性化にも繋げている。多くの歴史的建造物を復元

せずにそのままの状態で利活用することを心掛けており、歴史と宗教、食文化、美しい自然、ス



ポーツを融合させた観光交流事業を学ぶ。 

 

 (4) 「社会福祉」（班別研修2班） 

子育て支援、少子高齢化対策をはじめとする社会福祉施策の迅速な推進は、多くの市町村にお

いて喫緊の課題である。 

スイスのザンクトガレン市は「家族の豊かな生活」を強化、支援する自治体として有名であり、

ワークライフバランスの促進や育児休業中の家庭への補助金制度、減税、出産手当の支給など

様々な施策を実施しており、その子育て支援の取組について学ぶ。 

また、イタリアのローマ市では、古い歴史のあるサンミケーレ老人ホームを視察し、入居者の

ための生きがいづくりや地域のボランティアの関わり方など高齢者福祉の取組を学ぶ。 

 

６ 経費の負担 

  公益財団法人北海道市町村振興協会は、研修に伴う旅費のうち、当協会の旅費規程により算出（3

級相当）された額の4分の3以内（千円未満は切り捨て）を負担するが、その算出に当たっては、

在勤地を出発し、在勤地に到着するまでの旅費とする。 

  なお、札幌市で開催予定の事前研修（1回）、事後研修（1回）に係る旅費については、当該派遣

市町村の負担とする。 

  また、添乗員経費、通訳経費等の共通経費については、全額を当協会が負担する。 

 

７ その他 

 (1) 派遣決定者が15名（団長・副団長等を含む。）に満たない場合は、当該研修事業は実施しない。 

 (2) 推薦調書等で提供があった個人情報は、今回の研修実施の目的以外に使用しない。 

  


